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「犯罪収益移転防止法」改正に伴うお知らせ 

 

平素は格別のお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。 

2013年4月1日（月）より、「犯罪収益移転防止法」改正が施行されます。 

つきましては、法人口座開設の際にご提出頂く事項が追加され、法人の本人確認書類の提

出内容が以下のとおり変更となりますのでお知らせいたします。 

また、詳細につきましては、当社ホームページ「本人確認書類について：

http://www.premiere-fx.com/static/support/document.htm」をご確認下さい。 

 

【対象となるお客様】 

・法人のお客様 

 

【追加事項】 

 ・実質的支配者の有無 ※ 

  ：申告書は「本人確認書類について」よりダウンロード下さい。 

(※)実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係者。 

 

 

※既に口座をご開設いただいているお客様は、改めてご申告いただく必要はございません。 

 

以上 


